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平成２１年度（社）横浜市身体障害者団体連合会事業計画 

 

 ２１世紀初の主要人権条約である『障害者権利条約』が平成１８年１２月１３日に国連

で採択され、昨年５月３日に発効しました。 

権利条約は、障害者の尊厳、個人の自立、差別されないこと、社会への参加等を一般原

則として規定しています。 

この条約では、職場や学校を含む日々の暮らしの中で、障害のある一人ひとりのニーズ

に応じた「合理的配慮」（適切な変更や調整など）が求められるとし、これを行わないこと

は「差別」であると規定するなど、他の人権条約にはみられない「新しい概念」、例えば「自

立生活」などが盛り込まれています。 

日本は一昨年の９月２８日に署名はしましたが、この条約の具体化を図るために国内法

の再整備をまって批准する予定です。 

昨年７月から、「障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」として障害者福祉

サービスにおける自己負担上限額の引き下げ等の実施に伴い、利用者の実質的な負担の軽

減が図られました。 

それだけに、法制定当初の見直し期間の３年が経過し、障害者自立支援法の抜本的な見

直しが行われるものと私たちは期待していましたが、国の社会保障審議会（障害者部会）

は、昨年の１２月１５日に、日身連を始め多くの障害者団体が反対しているにも関わらず、

これまでの「応益負担」と「利用者の１割負担」を継続する報告をおこないました。 

日身連は、見直しの前提条件として「対等の契約原理を維持し、措置制度に逆戻りしな

いこと」、「介護保険との統合を前提としないこと」を掲げ、利用者負担のあり方や身体障

害者を対象としたグループホーム・ケアホームの創設などを国に要望しました。 

私たち「浜身連」は、このような日身連の動きと足並みを揃え、今後も国内外の動向を

注視し、障害者の権利の向上と福祉の充実に努めてまいります。 

なお、国の公益法人改革に伴い、公益法人認定法が昨年の１２月から施行され、５年以

内に新しい法人格（公益社団か一般社団の選択）を取得し直さなければ現在の社団（財団）

は解散したものと見做されます。「浜身連」としては平成２３年度中に県に新法人の移行認

可申請を行う計画です。従って、昨年に引き続き今年度も「新法人設立検討委員会」を継

続し、事業、組織のあり方の具体化を図っていく必要があります。 

また、本年は、県、市の在宅障害者手当の見直しがあるところから、それに代わる施策

を推進するため、市障害者社会参加推進協議会の身体障害部会での検討の充実、とくに障

害者社会参加推進センターで取り組む事業の企画が期待されています。 

このように、組織としての「浜身連」の意思の統一を図り、一丸となって行動していく

ためには、これまで以上に諸会議の効率的な開催・運営が求められます。 

最後に、遺憾ながら昨年度も、加盟団体と共同で実施している市のガイドボランティア

事業で、再度、不祥事が発覚しました。私たちが、当事者・団体として権利を主張するこ

とは、他方では、義務の履行を伴うものです。私たちは、日頃、障害に応じたサービスを

受け、また、ボランティアなどの支援を受けて生活しており、制度利用にあたっては、内

容を正しく理解し適正に利用しなければなりません。 

私たち「浜身連」は、法令を順守する組織として、今後も、毅然と対応し、不正の防止

に取り組み社会の信頼の回復と障害者施策の充実や障害者の地位の向上に努めてまいりま

す。 
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平成２１年度の基本方針は以下のとおりです。 

 

１． 諸会議 

（１）通常総会 

     決算総会 平成２１年６月２７日（土） 

     予算総会 平成２２年３月２７日（土） 

  （２）理事会 原則毎月第２水曜日午後に開催 

     ①平成２１年５月１３日、②６月１０日、③７月８日、④９月９日、⑤１０月

１４日、⑥１２月９日、⑦平成２２年２月１０日、⑧３月１０日 

  （３）新法人設立検討委員会 適宜開催 

  （４）障害者社会参加推進協議会・身体障害部会及び同専門部会 適宜開催 

 

２．障害者福祉に関する啓発事業 

（１）会報「浜身連」発行 

      発行回数 年４回（４月、７月、１１月、１月） 

      発行部数 ５，０００部（１回） 

  （２）第５９回横浜市身体障害者福祉大会 

      期日 平成２１年７月１２日（日） 

      場所 横浜ラポール シアター 

（３）指導者研修会 

      期日 平成２１年  月  日（ ） 【未定】 

      場所 横浜ラポール２階大会議室   【予定】 

  （４）平成２２年社団法人横浜市身体障害者団体連合会新年の集い 

      期日 平成２２年１月９日（土） 

      場所 新横浜国際ホテル     

 

３．関係諸団体との連絡調整、援助に関する事業 

  （１）第５４回日本身体障害者福祉大会 

      期日 平成２１年５月２１日（木）～２２日（金） 

      場所 長崎県 長崎県立総合体育館 

  （２）第５０回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会 

      期日 平成２１年９月５日（土）～６日（日） 

      場所 川崎市 ホテルＫＳＰ 

  （３）日身連関東甲信越静ブロック協議会 

      春期 期日 平成２１年６月１１日（木）～１２日（金） 

         場所 山梨県 ロイヤルガーデンホテル 

      秋期 期日 平成２１年 月  日（ ）～  日（ ） 【未定】 

         場所 東京都 

  （４）政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会団体長会議 

      期日 平成２２年２月  日（ ） 【未定】 

      場所 千葉市  
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４．団体運営費の助成及び執務環境の改善 

（１）団体運営補助金 

横浜市から構成１０団体へ運営補助金交付 

  （２）障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金交付（４５ヶ所） 

（３）浜身連より構成１０団体へ助成金交付 

（４）構成団体事務スペースの拡大、電話専用回線の増設 

 

５．浜身連ハンディキャブ自主事業 

（１）貸出 ハンディキャブ ２台 

（２）貸出 マイクロバス  １台 

 

６．補助事業 

（１）ガイドボランティア紹介事業（身体・知的・精神の３障害） 

   事務取扱団体 

    ①横浜市視覚障害者福祉協会 

    ②横浜市車椅子の会 

    ③横浜市脳性マヒ者協会 

 

７．浜身連雇用相談事業（身体、知的、精神の３障害） 

   相談日 毎月第２、第４土曜日の午前１０時～午後４時 

   場 所 横浜ラポール３階浜身連会議室 

 

８．スポーツ・レクリエーションに関する事業 

 １）スポーツ 

（１）第９回全国障害者スポーツ大会 

      期日 平成２１年１０月１０日（土）～１２日（月） 

      場所 新潟県 

（２）第２６回横浜市身体障害者運動会 

      期日 平成２１年１０月１８日（日） 雨天の場合１０月２５日（日） 

      場所 横浜ラポール グラウンド 

（３）第４１回政令指定都市身体障害者親善スポーツ大会 （休止） 

 ２）レクリエーション・文化事業 

  （１）第２４回横浜市身体障害者囲碁・将棋大会 

      期日 平成２２年２月７日（日） 

      場所 横浜ラポール２階大会議室 

 

９．ジパング倶楽部の取り扱い業務 

 

１０．利用者の利便を図るための売店等の運営 

 

 

 

 


